






判決国で執行できる判決に限り承認国が執行

することができる（条約第８条第３項）。判

決が「效力を持つ（having effect）」という

表現は，「法的に有效か效力が発生すること

（legally valid or operative）」を意味する7。

したがって，判決国で效力を持たない判決の

場合に，他の締約国はこの条約によればその

判決を承認してはならない8。なおかつ判決

国でその判決の效力が止められた場合には，

その判決はその後には他の締約国で承認され

てはならない9。

この条約第８条第４項には，「判決国で判

決が上訴の対象になる場合または通常の上訴

申立ての期間が経過しない場合に承認または

執行を延期または拒否できる。その拒否は後

のその判決の承認及び執行を請求することに

影響しない。」と規定している。したがって，

未確定判決に対しても承認及び執行が可能で

ある（管轄合意条約第８条第４項第１文）。

但し，判決国で後に未確定判決を破棄する場

合には承認国の裁判所はその執行を取消さな

ければならない10。

� 韓国法制の現況

外国判決が承認されるためには確定裁判で

なければならない（民事訴訟法第217条）。

ここでの「確定」とは，上訴のような通常の

方法では受訴裁判所にこれ以上不服申立てが

できなくなった状態を意味する11。言い換え

れば，外国裁判の裁判国法上の韓国法の形式

的な確定力に相応する效力を持つようになっ

たことを意味する。

したがって，外国裁判が既判力まで持つこ

とを要求してはいない12。何が通常の不服申

立て方法なのか及び外国裁判の確定の可否は

裁判国法の基準によって決まる事項である13。

� ALI原則

ALI原則第101条第１項によると，上訴の

対象や上訴係属中の判決も承認及び執行の対

象である判決にあたる。ALI原則によれば，

判決国裁判所は判決がいつ終局になるかを判

断する14。未確定判決でも終局判決なら執行

を許容する国がある。これによると，執行対

象の判決が上訴審で破棄される場合には相当

な混乱が惹起される15。それで，上訴申立て

期間が経過していない判決について当事者が

執行を求める場合に，本原則によれば再審査

期間が終わるまで執行を延期する。執行の延

期は，本原則が懸念した複雑訴訟の裁判に伴

う不確実性と複雑性を取り除く16。しかし，

未確定終局判決の執行は多様な問題を引き起

こす17。

第一，訴訟当事者が上訴審に参加したか否

かによって訴訟の当事者を異に扱った事例が

ある18。

第二，権利が不明確な場合もある19。

第三，財産の売買のように状態が回復でき

ない場合に，執行によって上訴の利益がなく

なるようなこともあり得る20。

そして，未確定判決を執行する国までも，

争点効によって除かれた当事者がその判決に

対して不服申立てができない場合には，その

争点効を活用することができない21。

ALI原則によれば，判決国裁判所は判決の

執行可能性の可否を含めて判決の效力を判断

する22。

� 韓国の原則

裁判が確定されることを要件とすることを

原則とすることが妥当である。したがって，

外国裁判は，裁判国法上，形式的確定力に相

応する效力があってから，承認国での承認が

できる。但し，未確定裁判の承認及び執行が

必要な正当な理由がある場合には，未確定裁

判の場合でも例外的に承認及び執行の対象と

なり得ると思われる。本原則第401条第２項

は，このような趣旨を充分に生かしている。

本原則には，未確定裁判を承認及び執行する

場合には，承認または執行はできるが，裁判

国裁判所の未確定裁判が確定されるまでにそ

の承認が申込まれた国の裁判所は，承認また

は執行を許可しない正当な事由がある時には

承認または執行を保留することができると規

定した（第２項但書）。行政機関の下した審
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ドイツ民事訴訟法第328条には，外国判決

の承認拒否事由を列挙し，第３号及び第４号

に公序に関する規定を設けている。すなわち，

外国裁判がドイツの裁判と抵触する場合及び

判決の承認によってドイツ法の基本原則に明

らかに抵触する結果をもたらす場合をその承

認拒否事由として挙げている。

� 韓国法制の現況

外国で裁判をしても準じなければならない

韓国手続法上の基本原則が外国の訴訟手続き

によって侵害された場合，外国裁判が韓国の

手続的公序に違反することになる。例えば，

裁判所の独立と公正の原則，当事者平等の原

則などが侵害された場合，外国裁判を詐欺に

よって不当に取得した場合，外国裁判所の証

拠調べの手続きが我が民事裁判権を侵害する

方法によって行われた場合などには，韓国の

手続的公序に違反するとみなさなければなら

ない28。

同一当事者間の同一事件に関する先行裁判

が存在する場合，それと抵触する外国裁判の

承認が問題となり得るが，韓国大法院は，先

行する韓国裁判所の判決と両立することがで

きない外国裁判を手続的公序違反として承認

しなかった29。この判決に，外国裁判が先行

する場合の取り扱いについては言及していな

かった。これに関しては，韓国では，裁判の

前後を問わず，外国裁判が韓国裁判所の宣告

した裁判の既判力と矛盾し抵触する場合には，

手続的公序違反として承認を拒否できるとの

見解30と，先行裁判を優先させるが，外国裁

判が先に提訴された場合に韓国裁判所の訴訟

を重複提訴として却下すべきで，これを公序

に反するとすることは困難であり，これは外

国裁判の承認に関して韓国裁判所が「裁判に

抵触しないこと」という超法規的な要件を新

たに追加したことであると批判する見解31に

分かれた。後者の見解によれば，外国裁判が

先に確定された場合には，民事訴訟法第451

条第１項第10号32に従い再審により内国裁判

を取消すことができるが，取消さなければ内

国裁判を尊重すべきである。また，この見解

によれば，内国裁判が先に確定された場合に

は，外国裁判を尊重しなければならないにも

かかわらず，その外国裁判について内国で再

審の訴えを提起することができないから，こ

れは不当な結論であり，この場合には外国裁

判が民訴法第451条第１項第10号の趣旨に照

らして取消されたものとみなす33。

内国の訴訟係属を無視した外国裁判の承認

の可否問題は，国際的訴訟競合と密接な連関

性がある。内国での訴訟係属を無視した外国

手続きに基づいた外国裁判は，判決の先後を

問わず承認しない外国立法例もあるが，過剰

に内国手続きを優先視する問題点がある。国

際的訴訟競合と関連して，規制消極説，承認

予測説，比較衡量説，修正承認予測説などの

学説の対立が存在する。規制消極説は，世界

化時代に適しない古典的なものであり，比較

衡量説は，国際裁判管轄と係わって管轄配分

説に適合する立場として裁判官の主観的裁量

に過剰に頼るという批判を受けている。その

ため，基本的に承認予測説が妥当であるが，

その基準により重複訴訟にあたるとしても即

時却下することには慎重にしなければならな

い。外国裁判所の処理状況を見ながら，期日

の後日指定で弁論を止めさせるが，外国裁判

所に係属中の事件があまりにも長引いてし

まった場合には外国裁判所の訴訟係属を参酌

しないことができる。

� ALI原則

① 欠席判決（default judgments； ALI

原則第402条）

判決国裁判所が欠席判決を下した場合に，

執行裁判所は本原則と判決国法に従い，対人

管轄権の主張が相当か否かを審査しなければ

ならない（ALI原則第402条第１項）。判決国

裁判所が不当に対人管轄権を主張したと執行

裁判所は判断した場合に，その判決を承認ま

たは執行してはならない（ALI原則第402条

第２項）。これは，各国の裁判権を調整する

上位機関がないため，適法手続により享有す
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る権利を保護するために必要な国際裁判管轄

権の争点に対する再審査を規定したものであ

る。ALI原則第403条第４項は，定型化され

た手続的要件を審査することを趣旨とし，紛

争の本案について再審査することを禁止して

いる。承認または執行もやはりALI原則第

403条に規定された事由により制限されるこ

とがあり得る。

ALI原則第402条は，この原則の第403条

第１項と同じく裁判所が特定の状況の下で承

認・執行を禁止しなければならない絶対的承

認・執行禁止事由を規定したものである34。

② 絶対的承認・執行禁止事由（ALI原則

第403条第１項）35

執行裁判所は次の場合には判決を承認また

は執行してはならない。

�� 中立の審判部または公正性の基本原則

に合致する手続きを提供しない制度の下で判

決が宣告された場合（ALI原則第403条第１

項第ａ号），

�� 当該判決と関連して判決国裁判所の清

廉性について重大かつ根拠のある疑惑が申立

てられた状況でその判決が宣告された場合

（ALI原則第403条第１項第ｂ号），

�� 手続係属中の事実を適時に知らせるた

めの合理的な期間内に，被告に通知しないま

ま判決が宣告された場合（ALI原則第403条

第１項第ｃ号），

�� 判決が詐欺により取得され，それに

よって被告が裁判所に主張する適切な機会が

剥奪された場合（ALI原則第403条第１項第

ｄ号），

�� 承認または執行が明らかに執行国の公

序に合致しない場合（ALI原則第403条第１

項第ｅ号），

�� 判決が第202条に抵触する管轄原因に

基づいた場合，但し，管轄違反の抗弁を放棄

したか裁判所が訴訟の早期段階で調査してそ

の抗弁を却下した場合を除く（ALI原則第

403条第１項第ｆ号），

�� 判決が第208条により禁止される管轄

原因に基づいた場合（ALI原則第403条第１

項第ｇ号）。

ALI原則第403条第１項は，この原則の第

402条と同じく裁判所が特定の状況の下で承

認または執行を禁止しなければならない絶対

的承認・執行禁止事由を規定したものである。

ALI原則第403条第１項第ａ号ないし第ｂ

号は，根本的な公平性と関連がある36。

これらの規定は，裁判所の中立性，適時の

適切な通知，聴聞の機会及び詐欺判決ではな

いことなどのような一般的に広く承認された

手続的措置を保障するものである37。

③ 承認及び執行拒否事由（ALI原則第

403条第２項）

執行裁判所は次の場合に判決を承認または

執行する義務を負わない。

�� 判決国裁判所が第201条ないし第207

条に明らかに抵触する管轄原因に基づいて国

際裁判管轄権を行使した場合，但し，管轄違

反の抗弁を放棄したか裁判所が訴訟の早期段

階で調査しその抗弁を却下した場合にはその

限りでない（ALI原則第403条第２項第ａ号），

�� 判決国裁判所が第301条ないし第324

条に抵触する方式で準拠法を選択した場合，

但し，抗弁を放棄したか裁判所が訴訟の早期

段階で調査してその抗弁を却下した場合には

その限りでない（ALI原則第403条第２項第

ｂ号），

�� 同一当事者間の同一訴訟物に関する手

続きが，第221条により最初の受訴裁判所に

係属している場合，第222条により判決に協

力した裁判所または併合のために選択された

裁判所に係属している場合（ALI原則第403

条第２項第ｃ号），

�� 判決が最初の受訴裁判所の判決に抵触

する場合，または訴訟が第222条により調整

され判決が併合裁判所または紛争解決に協力

した裁判所の判決に抵触する場合（ALI原則

第403条第２項第ｄ号）。

④ 承認・執行禁止事由または承認・執行

拒否事由の実質再審査禁止
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方法に該当するかは，裁判国法により決定す
ると判示している。

14 ALI §403, Reporters’ Note 1.
15 ALI §403, Comment d.
16 ハーグ裁判管轄合意条約第8条第4項。
17 ALI §403, Comment d.
18 See, e, g., Federated Department Stores v.

Moitie, 452 U.S 394 (1981).
19 See, e, g., Reed v. Allen, 286 U.S 191

(1932).
20 See, e, g., Duncan v. Farm Credit Bank,
941 F.2d 1099 (7th cir. 1991).

21 ALI §401. Reporters’ Note 1.
22 ALI §401. Comment d.
23 例えば，韓国大法院1995年11月21日宣告
93ダ39607判決など。

24 ブリュッセル条約第27条第２号には，「手
続きに応訴しない限り，被告にこの手続きを
開始する訴状またはその他それに等しい書面
が適法に送逹されなく，彼が防御できるよう
に適時に送逹されてない場合」と規定してい
るが，ブリュッセル規定第34条第２号には，
「被告に手続きを開始する訴状またはその他
それに等しい書面が十分な時間的余裕を持っ
て彼が防御できるようにする方法で送逹され
なく被告が出席しなかったまま裁判が宣告さ
れた場合。但し，被告が裁判を争う手続きを
開始することができたにもかかわらず，これ
をしない場合にはその限りでない。」と規定
している。すなわち，ブリュッセル規定第34
条第２号には送逹の適法性要件が削除された。

25 韓国民事訴訟法第217条第３号も，外国裁
判の效力を認めるために，外国裁判の承認要
件の一つとして韓国の善良な風俗やその他の
社会秩序に反しないことを要求している。

26 韓国民法第103条参照。
27 韓国大法院 1995年２月 14日宣告 93ダ
53054判決には，「外国仲裁判断の承認及び執
行に関する条約第５条第２項�ナ号に，仲裁判
断の承認や執行がその国の公の秩序に反する
場合には，執行国の裁判所は，仲裁判断の承
認や執行を拒否できるように規定していると
ころ，これは，仲裁判断の承認や執行が執行
国の基本的な道徳的な信念と社会秩序を害す
ることを防止しこれを保護しようとすること
をその趣旨としており，その判断においては
国内的事情だけでなく，国際的取引秩序の安
定という側面も一緒に考慮して制限的に解釈
すべきであり，外国仲裁判断に適用された外
国法が我が国の実体法上の強行法規に反する
ことが承認拒否の事由になるのではなく，当

該仲裁判断を認める場合その具体的結果が我
が国の善良な風俗その他社会秩序に反すると
きに限って承認及び執行を拒否できると言え
る。」と判示した。

28 外国裁判を詐欺によって不当取得した場合
に関する韓国大法院2004年 10月 28日宣告
2002ダ74213判決には，「民事執行法第27条
第２項第２号，民事訴訟法第217条第３号に
よると，外国裁判所の確定判決の效力を認め
るために，大韓民国の善良な風俗やその他の
社会秩序に反してはならないことが外国判決
の承認及び執行の要件であるところ，外国判
決の内容自体が善良な風俗やその他の社会秩
序に反する場合だけでなく，その外国判決の
成立手続きが善良な風俗やその他の社会秩序
に反する場合も承認及び執行を拒否する事由
に含まれる。しかし，民事執行法第27条第
１項に『執行判決は，判決の公正さや過ちを
調査してはならない。』と規定しているだけ
でなく，詐欺的な方法で騙取した判決なのか
否かを審理するという名目で実質的に外国判
決の公正さや過ちを全面的に再審査すること
が外国判決について別途の執行判決制度を設
けた趣旨にも反するため許容できないので，
偽造・変造あるいは廃棄された書類を使った
か偽証を利用することと同じ詐欺的な方法で
外国判決を得たという事由は，原則的に承認
及び執行を拒否する事由になれず，但し，再
審事由に関する民事訴訟法第451条第１項第
６号，第７号，第２項の内容に照らしてみる
と，被告が判決国裁判所に上述したような詐
欺的な事由を主張することができなかったか
処罰される詐欺的な行為について有罪判決の
ような高度の証明が要求される場合に限って，
承認または執行の求められる外国判決を無効
にする別途の手続きを当該判決国で通さな
かったとしても，我が国で承認ないし執行を
拒否できる。」と判示した。この判決は，詐
欺による判決騙取を公序違反の問題として
扱って，承認拒否事由になれる詐欺を制限し
たという点で意味を有する。しかし，同事由
が，承認または執行の拒否事由として管轄合
意条約に，絶対的承認・執行禁止事由として
ALI原則に規定されているから，この大法院
判決が，このような国際的な流れと若干の距
離があると感じる。

29 韓国大法院1994年５月10日宣告93ム1051
判決には，「・・・同一当事者間の同一事件
について，大韓民国で判決が確定された後に，
外国で判決が宣告され確定されたら，その外
国判決は，大韓民国判決の既判力に抵触する
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として，大韓民国の善良な風俗その他社会秩
序に違反し民事訴訟法第203条第３号（2002
年改定された民事訴訟法第217条第３号に相
当する）の決まった外国判決の承認要件を満
たさない場合に該当」すると判示した。

30 金柱祥「外国判決の承認と執行」司法論集
第６集（1975年）506頁，崔孝燮「外国判決
の執行―身分に関する判決と係わって
―」司法研究資料第16集（1989年）260頁。
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